
○
総
務
省
令
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治

資
金
規
正
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
二
月
十
五
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





附

則

こ
の
省
令
は
、
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
総
務
省
関
係
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三

年
政
令
第
二
十
九
号
）
第
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


